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（１）計画策定の背景と目的

（２）計画期間

　令和３年度から令和１４年度までの１２年間とします。

１　計画策定の背景と目的及び計画期間

本市の水道事業は、昭和９年９月に事業の認可を受け、昭和１２年に市内中心部及び
陣内、浜町、丸島町、百間町地区の６４９戸へ給水を開始し、その後もより多くの市民
の皆様へ安心で安全な水を供給するため、これまでに、簡易水道の統合を含め、６回に
わたる給水区域の拡張を実施し、水源や配水施設等の整備を順次行ってきました。

しかしながら、本市の人口減少が続き、それに伴う給水人口及び給水需要の減少が続
く厳しい経営環境が予測されます。

こうした中、本市では、計画的な事業運営のもとで、将来にわたって清浄・豊富・低
廉な水を安定的に供給していくため、「水」・「サービス」・「人」の品質向上を図る
ことを経営方針とする水俣市水道事業経営方針及び中長期計画『みなまた・水・品質向
上計画』を平成１４年１月に策定し、効率的な事業運営に取り組んできました。

以降、１０年間を前期・後期に分けて５年ごとに計画の更新を続け、令和２年度は、
平成２９年３月に策定した第３次前期計画の４年目となっています。

今回の計画更新は、「公営企業の経営に当たっての留意事項について（平成２６年８
月総務省通知）」及び「経営戦略の策定推進について（平成２８年１月総務省通知）」
により、安定的に事業を経営してくための基本計画として、全ての公営企業が「経営戦
略」を策定することが要請されていること、また、従来の施設更新計画に加え、給水区
域内全体の施設整備計画を大きく見直し２０年間の計画として「水道施設再構築計画」
を策定したことに伴い、「経営戦略」の要素を組み込み、現計画の計画更新を１年前倒
しし、「第４次水俣市水道事業経営方針及び中長期計画」として再編するものです。
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（１）事業の現況

①　給水 （令和６年度末現在）

②　施設・管路 （令和６年度末現在）

③　使用料

◆基本料金及び従量料金（税抜き）◆

 「一般用」　　：一般家庭、官公署、学校、病院、事業所、工場、店舗、娯楽場等において使用するもの

 「浴場営業用」：一般公衆浴場において使用するもの

 「一時用」　　：建設工事場、仮設演芸場等において、臨時に使用するもので、使用期間が1月以内のもの

◆メーター使用料（税抜き）◆

75 100

80円 130円 210円 430円 1,800円 2,500円 3,500円

口径（㎜）

料金

13 20 25 40 50

船舶用 ----- ----- １㎥につき 245円

浴場営業用 １００㎥以下 6,000円 １０１㎥以上　１㎥につき 110円

一時用 ----- ----- １㎥未満の場合は１㎥とし、１㎥につき 210円

140円

５１㎥以上　１㎥につき 150円

料 金 体 系 の
概 要 ・ 考 え 方

現行の料金体系については、家庭や事業所、工場等において使
用する「一般用」、工事現場等で臨時的に使用する「一時用」、
水俣港に出入りする船舶に使用する「船舶用」、一般公衆浴場に
おいて使用する「浴場営業用」があります。

一般用については、８㎥までの基本料金に口径別のメーター使
用料を加算し、使用水量の増加に伴い１㎥あたりの料金が増加し
ていく従量料金制をとっています。

最終料金改定年月日 平成15年8月1日  （ ※ 消費税率の変更に伴う改定は含まない ）

　　　　 料金
用途　　　 0

基本料金

使用水量 料金 使用水量 料金

一般用 ８㎥以下 850円

９㎥以上２０㎥以下　１㎥につき 130円

21㎥以上50㎥以下　１㎥につき

％

 □ 表流水　□ ダム　☑ 伏流水   ☑ 地下水   □ 受水    ☑ その他

管 路 延 長

施 設 利 用 率

水 源

施 設 数

施 設 能 力

24

21,683 ㎥/日 35.5

昭和12年4月1日 24,100 人計画給水人口

２　事業概要　

有収水量密度

浄水場設置数 1
165.4 ｋｍ

配水池設置数

全部適用
19,511 人

891 ㎥/ha

現在給水人口

供用開始年月日

法適（全部・財務）
・非適の区分
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２　事業概要　

④　組織

令和２年４月１日から水道局と下水道課を組織統合し、上下水道局となりました。

（令和７年４月現在）

上下水道局

上下水道局長 ・・・・・・

給水総務管理室長（局長兼務）

給水総務管理室 ・・・・・・

水道工務管理室長 ・・・・・・

水道工務管理室 ・・・・・・

下水道工務係長 ・・・・・・

下水道工務係 ・・・・・・

（２）これまでの経営健全化等の取り組み

・

・

・

・

・

（３）経営比較分析表を活用した現状分析

①　経営の健全性・効率性

【経常収支比率】

【累積欠損金比率】

　営業収益に対する複数年度にわたり累積した損失の状況を表すもので、累積欠損
金が発生していないことを示す０％であることが求められます。

太陽光発電設備を導入し、売電により収益の増加を図るとともに、二酸化炭
素排出削減に取り組みました。
料金システム、会計システム、管路システム及び水道施設の中央監視システ
ムを導入し、業務の効率化を図りました。
補償金免除に該当した企業債の繰り上げ償還を実施し、支払利息を削減しま
した。

組織統合、機構改革により職員を削減しました。

　◇　別紙１　経営比較分析表（令和６年度決算）　参照

　給水収益等で修繕費や人件費等の費用をどの程度賄えているかを表すもので、単
年度収支が黒字であることを示す１００％以上であることが必要となります。

5名 うち会計年度任用職員3名

合　　　　　　計 21名 うち会計年度任用職員6名

検針業務や水質検査業務を委託し、経費を削減しました。

1名 

4名 

1名 

1名 

9名 うち会計年度任用職員3名
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２　事業概要　

【流動比率】

【企業材残高対給水収益比率】

【料金回収率】

【給水原価】

【施設利用率】

【有収率】

②　老朽化の状況

【有形固定資産減価償却率】

【管路経年化率】

【管路更新率】

　有収水量１㎥につき、どれだけの費用がかかっているかを表すものです。

　１日当たりの配水能力に対する１日平均配水量の割合を表し、施設の利用状況や
適正規模を判断する指標となります。

　配水した水が収益に結びついているかを表すもので、１００％に近いほど配水し
た水を無駄なく収益化できたことを示します。

　有形固定資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表すもので、１００％に近い
ほど法定耐用年数に近づいていることを示しています。

　耐用年数を超えた管路の割合を表すもので、管路の老朽化の進み具合を示してい
ます。

　年度ごとに更新した管路の割合を表すもので、管路更新の状況を把握することが
できます。

　短期的な債務に対する支払い能力（１年以内に支払わなければならない負債を、
１年以内に現金化できる資産で支払うことができること）を表すもので、１００％
以上であることが望ましいとされています。

　給水収益に対する企業債残高の割合を表すものです。

　水を供給するためにかかる費用が、どの程度給水収益で賄えているかを表すもの
で、１００％以上であることが望ましいとされています。
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（１）給水人口の予測

※平成２７年度から令和６年度までは実績値、令和７年度以降は予測値

（２）水需要の予測

※平成２７年度から令和６年度までは実績値、令和７年度以降は予測値

３　将来の事業環境

水俣市の給水人口は、過去１０年間で年々減少しており、今後も減少が続くことが見
込まれます。

給水人口の予測については、「まち・ひと・しごと創生 水俣市人口ビジョン（改訂
版）」で設定している「水俣市の人口見通し長期目標（図-３）」の人口予測値を採用
し、この人口予測値の減少率と同様の減少率で推移していくものとして給水人口を算出
しています。

・過去の実績値：平成２７年度　２２，０７４人、令和　２年度　２１，３０４人
・今後の予測値：令和　７年度　１９，２８９人、令和１２年度　１８，２４２人、
　　　　　　　　令和１７年度　１７，０４０人

　水需要の予測には、水道料金の対象となる有収水量を用いています。
過去１０年間の有収水量は、多少の増減はあるものの減少し続けており、給水人口の

減少に伴い今後も減少が続くものと見込んでいます。

17,000

18,000

19,000

20,000

21,000

22,000

23,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

単位：人 給水人口の予測

2,100,000

2,200,000

2,300,000

2,400,000

2,500,000

2,600,000

2,700,000

2,800,000

2,900,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

単位：㎥ 水需要の予測
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３　将来の事業環境

（３）料金収入の見通し

　

※平成２７年度から令和６年度までは実績値、令和７年度以降は予測値

そこで、料金改定を行わなかった場合（グラフ①）、１０％の料金改定（値上げ）を
行った場合（グラフ②）、１５％の料金改定（値上げ）を行った場合（グラフ③）の３
つのパターンのシミュレーションを実施しました。

計画期間中の建設改良費としては、年間平均約１億８，０００万円の経費が必要であ
るため、その財源を確保しつつ、建設改良積立金への積み立てを実施するため、本計画
では、令和９年度に１０％以上改定することとした計画を採用しています。

なお、「１０％以上の料金改定」は、本計画上の料金改定率となりますので、実際に
は、毎年の決算状況等を精査し、事業計画と照らし合わせ、適切な改定率を採用するこ
ととします。

料金改定を行わなかった場合、料金収入（給水収益）の減少と費用の増加により純利
益が減少し、令和１０年度には、純損失に転じることが予想され、剰余金処分による建
設改良積立金への積み立てができなくなります。

本市の水道料金は、平成１５年度に減額改定（基本料金を１００円減額）を実施した
後、消費税率の変更に伴う改定を除き、据え置いたままとなっています。

現行の料金体系のまま（グラフ①）では、人口減少とともに給水収益の減少が続き、
令和１０年度から純損失に転じることが予想されます。

また、現金収入が減少するため、老朽化していく水道施設等の更新を適切に実施する
ために必要な資金の調達が困難になることが明らかです。

≪ グラフ① 料金改定を行わなかった場合 ≫

△100,000

△75,000

△50,000

△25,000

0

25,000

50,000

75,000

100,000

125,000

150,000

175,000

200,000

280,000

290,000

300,000

310,000

320,000

330,000

340,000

350,000

360,000

370,000

380,000

390,000

400,000

H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14

単位：千円給水収益・純利益（又は純損失）の予測【改定なし】

給水収益 純利益（又は純損失）
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３　将来の事業環境

※平成２７年度から令和６年度までは実績値、令和７年度以降は予測値

※平成２７年度から令和６年度までは実績値、令和７年度以降は予測値

１０％の料金改定を行った場合、令和９年度から５年間は純利益がありますが、建設
改良費に充てるための財源を確保するまでは至らず、計画どおりの施設整備や配水管の
耐震化が難しい状況にあります。

１５％の料金改定を行った場合、建設改良費に充てるための財源を確保することがで
きますが、市民生活に与える影響も大きくなってしまいます。

水道事業の建設改良費については、広く世代間で負担していくことが望ましいため、
一度に大幅な料金改定を行うことは慎重に検討する必要があります。

≪ グラフ② １０％の料金改定（値上げ）を行った場合 ≫

≪ グラフ③ １５％の料金改定（値上げ）を行った場合 ≫
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単位：千円給水収益・純利益（又は純損失）の予測【１５％改定】

給水収益 純利益（又は純損失）
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単位：千円給水収益・純利益（又は純損失）の予測【１０％改定】

給水収益 純利益（又は純損失）
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３　将来の事業環境

（４）施設の見通し

（５）組織の見通し

また、施設利用率が令和６年度決算値で３５．４９％と低く、市内に配置した配水池
やポンプ所等の施設が現状の人口には過大となっていることが考えられます。

そのため、令和８年２月に改定しました「水道施設再構築計画」に基づいて、更新時
期を迎える施設の統廃合やダウンサイジングなどを実施し、配水施設を２４ヵ所から１
８ヵ所へ、ポンプ施設を１６ヵ所から１０ヵ所へ計画的に更新していくこととします。

当市の水道事業では、平成２３年度から平成２８年度にかけて、市内東部地区へ給水
区域を拡大・整備を実施してきましたが、職員数は、平成元年度２９名、平成１０年度
２１名、平成２０年度１５名、令和元年度１３名（うち非常勤職員２名）と減少してき
ております。

そのなかで、業務内容に応じて民間委託を実施するなど効率化を図り、経営の安定化
に取り組んできました。

また、令和２年４月からは、公共下水道事業が公営企業法の全部適用による公営企業
化したことに合わせ、下水道課（職員６名、会計年度任用職員３名）と水道局（職員１
０名、会計年度任用職員２名）の組織統合を実施し、水道事業及び公共下水道事業の２
つの事業を経営する組織となりました。

現在の事業規模で、安心・安全な水の安定供給を維持するためには、これ以上の職員
の減は影響が出る恐れがあるため、今後の組織は現状維持を見込んでいます。

また、職員の専門的な知識や技術の向上のため、計画的な研修や講習会への参加によ
り、人材育成に努めていきます。

本市の水道施設及び管路については、これまで石綿管の更新事業、応急給水設備等の
改良や更新事業を実施してきました。しかし、全国的にも問題化しつつあるように、当
市においても、昭和１２年の給水開始以降拡張を続けてきた配水管等の水道施設の多く
が耐用年数を経過し、老朽化が進んでいる状態です。

平成２８年に発生した熊本地震を教訓とし、災害に強い水道施設とするため、今後
は、老朽化した施設等の耐震化を進め、より災害に強い施設への更新を進めていく必要
があります。

-　8　-



（１）基本理念

（２）基本目標

「水」の品質向上

・ 水源の保全及び水質の維持

・ 水質検査及び水質管理体制の強化

・ 水道施設の防災安全対策及び危機管理体制の確立

・ 安定した水量の確保

「サービス」の品質向上

・ 「お客様の視点」に立ったサービスの提供を推進する

・ 漏水調査を計画的に実施し、有収率の向上を図る

・ 指定給水装置工事事業者との連携を図り、配管技術等の向上を図る

「人」の資質向上

・ 技術者の技能向上に必要となる研修への参加

・ 不測の事態に備えた応急給水作業等の訓練の実施

・ 緊急時における下水道事業職員との相互応援体制の確立

より質の高い、豊富な種類のサービスを、より安価な価格で提供すること

「水」と「サービス」の品質向上を可能にする、スリムでしなやかな組織を構築
し、より専門性の高い職員を育成すること

４　経営の基本方針

現在では全国各地で広く普及している水道は、経済発展と人々の健康の基礎として重
要な役割を果たしてきました。

人々のライフラインとして、水道の重要性が増していくほど、安定した水の供給が求
められます。

しかしながら、現在、拡張を続けてきた水道は、耐用年数を経過し老朽化が進んでい
るのが現状です。さらに、地震等の自然災害による水道施設の被害が各地で発生し、断
水が生じるなど水道施設の破損は市民生活に甚大な影響を及ぼします。

これまでも施設の更新計画に基づき、改良・維持補修を実施してきましたが、施設及
び配管の耐震化を強化し、災害に強く、安定した水の供給を可能とする施設の再構築を
進めていきます。

そのために「みなまた・水・品質向上計画」では、安心・安全で美味しい水のため、
「水」と「サービス」の品質向上、そしてこれらの実現に必要な「人」の資質向上、こ
の３つの質の向上を図ることを基本方針としています。

安心して飲める清浄なおいしい水を、より安定的に供給すること
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（１）「水」の品質向上

（２）「サービス」の品質向上

有収率の向上を図る
耐用年数を相当年数経過した管路
が多く、漏水が発生しているた
め、有収率が低くなっている。

検針データの活用や計画的な漏水
調査を実施し、早期発見と修繕に
より有収率向上を図る。

技術・意識の向上を図
る

材料、部品、機械等新しい物、新
しい技術に対応する必要がある。

お客様が安心して工事発注できる
よう、指定給水装置工事事業者と
の連携を図り、配管技術研修等を
実施する。

基本目標 現状と課題 今後の施策

「 お 客 様 の 視 点 」 に
立ったサービスの提供
を推進する

多様化するお客様のニーズやサー
ビス向上に向けた、局内での検討
の場が必要。

電子決済の普及等、日々お客様か
らのニーズが多様化していく中、
将来を見据えた費用対効果の検討
と情報公開を実施していく。

水道施設の防災安全対
策及び危機管理体制の
確立

第二水源地を中心として応急給水
設備及び災害拠点への配水管耐震
化事業を施工中。水道管の耐震化
率は令和元年度末で２２．２％と
耐震化率が低い。

配水管の耐震化を進めるととも
に、配水池・ポンプ所等の施設も
統廃合を進め耐震化を図る。

安定した水量の確保
天草市へ原水供給しているが、近
年配水量が増加傾向にある。

人口減少に伴い給水量も減少傾向
にあるため、安定供給は可能であ
るが、災害等に備え、水源の分散
化を検討する。

水源の保全及び水質の
維持

市内１１ヵ所の水源地及び２４ヵ
所の配水池の点検及び維持管理に
かなりの時間を要する。

効率的に管理していくため、「水
道施設再構築計画」に基づき計画
的に施設統合・更新を進めてい
く。

水質検査及び水質管理
体制の強化

水質は安定しているが、河川上流
域での開発行為に伴う突発的な水
質汚染事故により、水源地におけ
る取水制限が発生した。

水質検査の結果の公表及び遠隔監
視システム等による水質管理体制
の強化により清浄な水道水の提供
に努めるとともに、水源地の保全
を図る。
取水停止等の緊急時の危機管理体
制を強化する。

5　安心安全な水の安定供給への取り組み

基本目標に設定した次の項目について、現状と課題を踏まえ、今後の施策を次のとお
りとします。

基本目標 現状と課題 今後の施策
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5　安心安全な水の安定供給への取り組み

（３）「人」の資質向上

災害時等の訓練実施

災害発生時には水道独自の対策本
部立ち上げが必要であるが、組織
だった訓練までは実施に至ってい
ない。

大規模災害を想定し、応援職員も
含んだ応急給水及び断水工事対応
の訓練を定期的に実施していく。

応援体制の確立

令和２年４月に下水道課と組織統
合したことにより、相互に応援体
制は整っているが、災害時等には
職員数が足りないことが想定され
る。

技術系職員のＯＢや近隣市町村の
水道職員も視野に入れたバック
アップ体制を構築していく。

基本目標 現状と課題 今後の施策

人材育成

水道事業における技術職員には、
土木・建築・配管・電気といった
多岐にわたる知識が求められるた
め、職員の技能向上を図る必要が
ある。

技術職員の技能向上に必要な外部
研修等を積極的に活用し技能向上
を図る。

-　11　-



（１）投資・財政計画（収支計画）

◇別紙２　収益的収支（税抜）、別紙３　資本的収支（税込）　参照

（２）投資・財政計画（収支計画）の策定方針

　【 目 標 】

ア

イ

ウ

　【工事請負費の算出根拠】

　【 目 標 】

ア

イ

　「水道施設再構築計画」に基づき、各施設及び管路等の更新に必要な工事請負費
の見込額を算出しています。
　施設の経過年数を考慮したうえで、経費的に効率的な工事が実施可能となるよう
に優先順位をつけ、施設更新及び配水管等の耐震化を進め、投資額が平準化するよ
うに計画しています。

②　投資・財政計画（収支計画）のうち財源についての説明

建設改良積立金への積み立てを毎年実施するため、計画期間における純利益
を２，０００万円以上確保することとし、そのために必要な給水収益を３億
３，０００万円以上とします。

災害等の非常時においても水道事業が維持できるような資金残高を、水道事
業収益の２年分以上とし、なおかつ、資本的収支の補填財源となる内部資金
の残高を５億円程度確保することを目標とします。

　基本的には、給水収益に基づく自己資金で事業運営を進めていきますが、補助金
等の活用を随時検討していきます。
　なお、企業債については、令和６・７年度急速ろ過機更新工事に係る企業債の借
入れにより、現在の借り入れに対する償還が令和２２年度に完了する見込みとなっ
ています。
　水道事業の設備更新事業の費用は、世代間で広く負担することが望ましいため、
災害の発生や収益の著しい減少があった場合は、企業債の発行による資金調達を検
討します。

6　投資・財政計画

①　投資・財政計画（収支計画）のうち投資についての説明

水道管に占める耐震管の割合は、令和６年度決算で２３．７％となっていま
すが、計画最終年度までに２９．０％を目標とします。

有収率において、年０．２％上昇を目標とします。

適切な点検等により既存施設の維持補修に努め、耐用年数の１．５倍の長寿
命化を図ります。
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6　投資・財政計画

③　財源の試算における算定条件

　≪収益的収入≫

ア 年間有収水量

イ 営業収益：給水収益

ウ 営業収益：その他の営業収益

エ 営業外収益：受取利息及び配当金

オ 営業外収益：長期前受金戻入

カ 営業外収益：雑収益

　≪資本的収入≫

ア 企業債

イ 負担金

ウ 他会計出資金

エ 国庫補助金

オ 他会計補助金

　長期前受金の受け入れ予定に合わせて戻入額を算定し計上しています。

　児童手当繰入金等の他会計負担金、太陽光発電売電収益、土地賃借料収入等の見
込み額を計上しています。

　令和６年度から令和７年度までは、急速ろ過機更新工事に係る企業債による借入
額を計上しています。
　令和２２年度には企業債の償還が完了する見込みとなっていますので、災害発生
等の不測の事態において企業債借入の余地を残している状態といえます。

　消火栓新設負担金を計上しています。

　一般会計からの出資金を計上しています。

　「水道施設再構築計画」に基づいて予定額を計上しています。

　新庁舎建設に係る災害復旧事業債償還元金繰り入れ額を計上しています。

　令和６年度の預金利率による見込み額を一定の額として計上しています。

　年間有収水量は、水俣市人口ビジョンをもとに推計した給水人口を用いて算出し
た１日平均有収水量に３６５日を乗じて算出しています。

　給水収益は、令和２年度から令和６年度までの給水収益の増減率の平均値から算
出しています。
　なお、令和９年度に１０％以上の料金改定を見込んでいます。

　退職給付負担金、消火栓維持管理負担金等の一般会計負担金収入、天草市への原
水売却収益、検査手数料等、項目ごとに計画上の数値を見込んで計上しています。
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6　投資・財政計画

④　投資・財政計画（収支計画）のうち投資以外の経費についての説明

ア 人件費に関する事項

イ 物件費

ウ 動力費

エ 維持補修費

オ 材料・薬品費

カ その他

キ 減価償却費等

ク 支払利息

（３）投資・財政計画（収支計画）に未反映の取り組みや今後検討予定の取り組み

①　投資についての検討状況

ア 資金運用

イ 民間資金やノウハウの活用

ウ 水道事業の広域連携

　芦北地域の実情に則した項目について、今後も協議会において検討していきま
す。

　飲料水としての品質維持に必要な薬品及び修繕用材料購入費を計上しています。

　主に一般会計へ支払う負担金、水道施設の保険料及び研修参加負担金の見込み額
を計上しています。

　減価償却費は、新規取得資産の見込み額をもとに算出し計上しています。
　固定資産除却費は、水道施設再構築計画に基づく見込み額を計上しています。

　企業債の償還利息を計上しています。

　安定した事業運営に必要な運営資金を確保したうえで、定期預金だけでなく、債
券の長期保有や短期売買による資産運用を可能とする仕組みづくりを研究していき
ます。

　今後の給水収益の減少傾向を踏まえ、費用対効果を見極める必要があるため、近
隣の事業体や同規模の自治体の動向を調査していく必要があります。

　老朽化した施設の更新は進めていきますが、現存する施設の維持補修をしつつ、
長寿命化を図るため、経費の増加を見込んでいます。

　令和７年度の職員数をもとに退職補充や昇給の見込みを加算し算出しています。

　物件費には、委託料、手数料、通信運搬費が含まれ、その多くを占めています。
　水質検査やメーター交換、システム保守等の委託料や手数料が含まれ、民間への
委託等が増加しつつあることを踏まえ計上しています。

　動力費は、近年の原油価格の高騰や物価の上昇を見込んで計上しています。
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6　投資・財政計画

  ②　財源についての検討状況

ア 料金改定

イ 企業債

　公営企業法に基づく水道事業の独立採算性を維持するため、令和９年度に料金改
定を実施する計画としていますが、常時費用削減に努め、経営状況を見極めなが
ら、料金改定の時期と改定率については、上下水道事業審議会に諮ります。

　計画期間中に企業債の発行予定はなく、令和２２年度には過去に発行した企業債
の償還が完了しますが、今後もこれまでと同様に、大規模な建設改良が必要な年度
のみ活用するなど、過度に依存しないよう努めます。
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7　中長期計画及び経営戦略の事後検証、改訂等に関する事項

　毎年度の決算状況を反映し、進捗管理を行います。
本計画及び投資・財政計画（収支計画）については、５年ごとに評価、検証を実施

し、修正を図ることを基本としますが、計画との乖離が生じた場合は、必要に応じて見
直しを行うものとします。

-　16　-



経営比較分析表（令和6年度決算）
熊本県　水俣市

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km2) 人口密度(人/km2) グラフ凡例
法適用 水道事業 末端給水事業 A6 非設置 21,639 163.29 132.52 ■ 当該団体値（当該値）

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
) － 類似団体平均値（平均値）

　本市の水道事業は、類似団体と比較すると概ね経
営状況は良好であると判断できるが、給水人口の減
少に伴う給水収益の減や、物価高騰による営業費用
及び工事価格の増など、厳しい経営環境に置かれて
いる。今後、老朽化する水道施設等の更新に必要な
資金の確保が困難になることが予想されるため、後
年度において大規模な施設更新を行う際には、企業
債の借り入れも検討し必要な資金を確保することが
必要である。
「第４次水俣市水道事業経営方針及び中長期計画」
に基づき、安全安心な水の供給、地震に強い水道施
設の構築、有収率の向上等に努めるとともに、料金
改定、施設の統廃合（ダウンサイジング）及び広域
化推進等、経営の抜本的改革にも取り組み経営基盤
の強化を図る。

741.58 【】 令和6年度全国平均

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

- 90.57 91.09 2,739 19,511

全体総括

26.31

①経常収支比率は100％を上回っており、かつ②累
積欠損金等もないため、概ね健全な経営と言える。
③流動比率は短期的な債務に対する支払能力を表す
ものだが、流動負債に対して流動資産が上回ってい
ることから十分な支払能力を有していると言える。
④企業債残高対給水収益比率は類似団体と比べ、低
い水準であるが、令和6年度に実施した第一水源地
急速ろ過機更新工事に伴い企業債の借り入れを行っ
たため、令和5年度から約10ポイント上昇した。
⑤料金回収率は100％を上回っているが、給水収益
の減少と減価償却費の増加に伴い、令和5年度から
約13ポイント減少した。
⑥給水原価は近年の大規模な建設改良工事に伴う減
価償却費の増加により増加傾向にある。
⑦施設利用率は平均値よりも低い水準である。これ
は人口減少に伴い１日の平均配水量が年々減少傾向
にあること、配水量に対して施設能力が過大になっ
ていることが原因である。遊休状態の施設は無いが
今後、負荷率、最大稼働率と照らし合わせ、本市の
人口に見合った水道施設の統廃合（ダウンサイジン
グ）も視野に入れ、適正な施設利用率を目指す必要
がある。
⑧有収率は類似団体より高い水準を維持できている
が、指数は減少傾向にある。これは、１年間に行っ
た漏水修繕に対して、新たに発生する漏水が多いた
めであると考えられる。

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率は全国平均値を下回って
いるが、これは近年実施した簡易水道統合事業及び
平成２９年度から実施している重要給水施設耐震化
事業等により多くの固定資産取得があったためであ
る。計画的に施設の更新を行い現在の指数値を維持
していくよう努める。
②管路経年化率は類似団体より低い水準であるが、
年々増加傾向である。また、③管路更新率は類似団
体より低い水準で推移してきたが、令和6年度は管
口径の小さいエリアの更新に取り組み、例年よりも
長い延長を工事することができたため一時的に指数
が上がっている。今後、管路以外の施設更新にも多
くの費用が必要であるため、②及び③の大幅な改善
は見込まれないが、既設管路の維持補修及び計画的
な管路の更新を進めていく。

2. 老朽化の状況
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②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％)

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％)

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％)

【107.26】 【1.61】 【239.69】 【264.86】

【89.21】【60.21】【181.66】【97.59】

【52.41】 【26.78】 【0.59】



令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（決算） （決算） （決算） （決算） （決算）

１． (A) 411,746,091 373,191,236 383,786,607 352,842,088 363,460,149 338,446,000 334,904,000 366,439,000 358,882,000 352,371,000 345,556,000 339,528,000 344,219,502

374,144,773 356,090,922 350,206,925 338,651,808 334,724,468 324,061,000 321,103,000 352,299,000 344,830,000 338,348,000 331,479,000 325,512,000 319,099,000

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10,990,673 10,982,531 8,306,272 8,553,255 8,131,667 8,492,000 7,876,000 8,272,000 8,265,000 8,207,000 8,222,000 8,168,000 8,226,000

20,225,869 0 19,001,245 0 14,984,244 0 0 0 0 0 0 0 11,062,502

6,384,776 6,117,783 6,272,165 5,637,025 5,619,770 5,893,000 5,925,000 5,868,000 5,787,000 5,816,000 5,855,000 5,848,000 5,832,000

２． 51,518,694 52,097,372 54,608,148 57,260,403 58,486,873 57,137,000 57,301,000 58,128,000 59,296,000 60,202,000 60,646,000 61,752,000 61,702,000

164,032 30,012 15,012 10,262 835,627 714,000 714,000 714,000 714,000 714,000 714,000 714,000 714,000

0 0 0 0 0 0 2,732,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000 93,000

45,260,667 46,656,413 51,927,766 53,808,789 53,773,156 52,889,000 53,213,000 53,967,000 54,998,000 55,894,000 56,410,000 57,538,000 57,459,000

6,093,995 5,410,947 2,665,370 3,441,352 3,878,090 3,534,000 642,000 3,354,000 3,491,000 3,501,000 3,429,000 3,407,000 3,436,000

(C) 463,264,785 425,288,608 438,394,755 410,102,491 421,947,022 395,583,000 392,205,000 424,567,000 418,178,000 412,573,000 406,202,000 401,280,000 405,921,502

１． 330,516,380 320,847,280 357,466,131 343,882,401 379,434,184 387,447,000 383,179,000 372,661,000 375,632,000 379,583,000 384,199,000 383,430,000 402,259,627

87,415,925 65,404,906 89,583,926 70,632,351 88,533,307 76,313,000 74,030,000 73,288,000 73,597,000 74,036,000 73,697,000 73,825,000 95,113,627

0 0 0 0 0 180,000 54,000 0 0 0 0 0 0

33,207,920 32,070,160 34,299,680 33,808,460 34,961,957 36,530,000 35,619,000 36,049,000 36,336,000 36,579,000 36,785,000 36,958,000 37,120,000

19,056,314 17,092,771 19,947,654 20,429,100 21,304,731 23,125,000 22,141,000 21,725,000 21,511,000 21,471,000 21,501,000 21,334,000 21,527,000

23,434,275 4,846,881 23,970,747 4,744,778 21,237,559 3,362,000 3,834,000 3,763,000 3,827,000 4,003,000 3,402,000 3,425,000 24,180,627

11,717,416 11,395,094 11,365,845 11,650,013 11,029,060 13,116,000 12,382,000 11,751,000 11,923,000 11,983,000 12,009,000 12,108,000 12,286,000

67,587,612 75,530,356 74,569,552 73,591,769 80,522,039 89,538,000 91,585,000 82,649,000 84,286,000 85,334,000 86,465,000 85,636,000 84,894,000

29,982,637 32,574,002 31,871,854 34,960,595 35,141,987 43,783,000 45,125,000 38,164,000 39,419,000 40,341,000 41,424,000 40,956,000 40,075,000

10,409,829 13,786,763 12,075,317 12,833,647 16,796,819 14,507,000 14,017,000 12,849,000 13,018,000 13,034,000 12,977,000 12,671,000 12,911,000

23,822,388 24,807,873 25,354,945 19,807,072 22,454,808 24,138,000 25,229,000 25,229,000 25,229,000 25,229,000 25,229,000 25,229,000 25,229,000

1,009,909 1,381,900 1,339,515 1,811,830 1,799,485 1,694,000 2,748,000 1,883,000 1,993,000 2,029,000 2,074,000 2,151,000 2,028,000

2,362,849 2,979,818 3,927,921 4,178,625 4,328,940 5,416,000 4,466,000 4,524,000 4,627,000 4,701,000 4,761,000 4,629,000 4,651,000

170,422,016 177,053,959 189,102,704 193,597,881 203,990,177 204,923,000 215,043,000 214,115,000 216,272,000 218,702,000 222,096,000 223,590,000 221,735,000

5,090,827 2,858,059 4,209,949 6,060,400 6,388,661 16,673,000 2,521,000 2,609,000 1,477,000 1,511,000 1,941,000 379,000 517,000

２． 5,765,133 4,435,356 3,257,950 2,119,193 1,284,159 1,770,000 4,135,000 3,847,000 3,504,000 3,211,000 2,919,000 2,628,000 2,342,000

5,765,133 4,435,356 3,257,950 2,119,193 1,284,159 1,770,000 4,135,000 3,847,000 3,504,000 3,211,000 2,919,000 2,628,000 2,342,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 336,281,513 325,282,636 360,724,081 346,001,594 380,718,343 389,217,000 387,314,000 376,508,000 379,136,000 382,794,000 387,118,000 386,058,000 404,601,627

(E) 126,983,272 100,005,972 77,670,674 64,100,897 41,228,679 6,366,000 4,891,000 48,059,000 39,042,000 29,779,000 19,084,000 15,222,000 1,319,875

(F) 90,543 0 2,287 0 19,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

(G) 393,317 6,001 30 11,300 47,964 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000 91,000

(H) △302,774 △6,001 2,257 △11,300 △28,464 △90,000 △90,000 △90,000 △90,000 △90,000 △90,000 △90,000 △90,000

126,680,498 99,999,971 77,672,931 64,089,597 41,200,215 6,276,000 4,801,000 47,969,000 38,952,000 29,689,000 18,994,000 15,132,000 1,229,875

126,680,498 99,999,971 77,672,931 64,089,597 438,800 438,800 2,540,588 50,992,027 52,804,730 2,533,164 2,515,612 2,498,060 2,480,508

(I) 0 0 0 0 40,761,415 46,598,615 48,859,027 45,836,000 31,983,270 59,139,106 75,617,494 88,251,434 87,000,801

(J) 886,466,428 922,223,242 909,280,091 759,038,712 851,200,503 653,644,000 767,269,604 876,336,993 942,769,452 963,671,755 988,020,153 1,055,520,909 1,059,636,127

22,727,466 113,896,638 13,757,196 17,358,381 13,019,238 7,875,000 8,664,387 9,099,000 9,091,000 9,028,000 9,044,000 8,985,000 9,049,000

(K) 223,053,025 265,322,570 168,396,414 150,512,031 228,563,325 151,753,000 81,033,271 125,960,198 136,878,748 135,417,233 99,587,358 111,339,932 83,985,332

46,560,082 56,400,341 49,127,870 42,767,557 41,035,748 44,906,000 38,504,697 35,258,198 35,272,748 33,597,033 26,054,958 14,543,332 20,741,332

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

170,301,463 203,165,449 112,982,397 89,540,508 180,395,583 100,000,000 36,837,600 85,275,000 96,153,000 96,328,200 67,994,400 91,227,600 64,284,000

(L)

(M) 411,746,091 373,191,236 383,786,607 352,842,088 363,460,149 338,446,000 334,904,000 360,148,000 352,724,000 346,329,000 339,637,000 333,715,000 338,521,502

） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

利 益 剰 余 金 処 分 額

投資・財政計画（収支計画）

収
　
益
　
的
　
収
　
入

経 常 損 益 (C)－(D)

収
　
益
　
的
　
収
　
支

当年度純利益（ 又は 純損 失） (E)＋(H)

支 払 利 息

そ の 他

（１） 給 水 収 益 （ １ ２ ％ 改 定 ）

収 入 計

営 業 収 益

報 酬

退 職 給 付 費

流 動 負 債

支 出 計

(F)－(G)

薬 品 ・ 材 料 費

動 力 費

流 動 資 産

（４） 資 産 減 耗 費

地方財政法施行令第１５条第１項により
算 定 し た 資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)－(B)

（ (L)／(M)×100
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

累 積 欠 損 金 比 率 （
(I)

×100

（２） 他 会 計 補 助 金

受 取 利 息 及 び 配 当 金（１）

特 別 損 益

物 件 費

収
　
益
　
的
　
支
　
出

維 持 補 修 費

そ の 他

長 期 前 受 金 戻 入

そ の 他

営 業 費 用

職 員 給 与 費

法 定 福 利 費

経 費

減 価 償 却 費

営 業 外 費 用

（４） 退 職 給 付 負 担 金

営 業 外 収 益

令和１２年度 令和１４年度令和７年度 令和８年度 令和９年度

（３） 他 会 計 負 担 金

令和１０年度 令和１１年度

（２）

令和１３年度

受 託 工 事 収 益

（５） そ の 他

（単位：円、％）

別紙２（法適用企業・収益的収支）【税抜】

年　　　度

区　　　分

う ち 未 収 金

うち建設改良費分

うち一時借入金

う ち 未 払 金

（３）

（１）

（２）

特 別 利 益

基 本 給

手 当

特 別 損 失

（３）

（４）

（１）

（２）

繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金

） 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
(A)－(B)



令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（決算） （決算） （決算） （決算） （決算）

１． 75,400,000 114,600,000 4,500,000 0 73,400,000 138,000,000 0 0 0 0 0 0 100,000,000

２． 0 105,300,000 0 2,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

３． 33,289,772 9,216,260 20,627,832 21,092,306 21,106,794 21,121,000 21,135,000 21,150,000 21,164,000 21,179,000 19,503,000 11,961,000 450,000

４． 0 957,000 803,000 1,105,469 2,177,549 0 0 3,060,000 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

６． 41,826,000 100,909,000 0 8,626,000 10,029,000 36,502,000 5,738,000 25,389,000 3,198,000 16,393,000 31,848,000 30,776,000 102,145,000

７． 0 0 0 0 0 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000

８． 0 0 659,649 0 0 21,197,000 24,992,000 0 24,178,000 0 0 0 0

９． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(A) 150,515,772 330,982,260 26,590,481 33,023,775 106,713,343 216,821,000 51,866,000 49,600,000 48,541,000 37,573,000 51,352,000 42,738,000 202,596,000

(B) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(C) 150,515,772 330,982,260 26,590,481 33,023,775 106,713,343 216,821,000 51,866,000 49,600,000 48,541,000 37,573,000 51,352,000 42,738,000 202,596,000

１． 321,909,607 559,413,007 122,704,114 245,821,745 274,371,702 497,277,000 68,009,000 148,871,000 167,136,000 184,267,000 150,287,000 149,384,000 378,131,000

5,489,586 5,475,498 5,722,023 5,815,156 6,065,321 6,550,000 6,613,000 6,746,000 6,881,000 7,019,000 7,160,000 7,304,000 7,451,000

２． 40,670,834 46,560,082 56,400,341 49,127,870 42,767,557 41,376,000 44,567,000 38,505,000 35,259,000 35,273,000 33,598,000 26,055,000 14,544,000

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

５． 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(D) 362,580,441 605,973,089 179,104,455 394,949,615 317,139,259 538,653,000 112,576,000 187,376,000 202,395,000 219,540,000 183,885,000 175,439,000 392,675,000

(E) 212,064,669 274,990,829 152,513,974 361,925,840 210,425,916 321,832,000 60,710,000 137,776,000 153,854,000 181,967,000 132,533,000 132,701,000 190,079,000

１． 150,073,944 184,438,534 141,868,332 272,359,424 88,512,802 84,375,000 58,950,909 119,305,479 141,023,893 165,431,209 117,039,740 110,710,275 149,526,705

２． 40,000,000 50,000,000 0 70,000,000 100,000,000 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0

３． 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

４． 21,990,725 40,552,295 10,645,642 19,566,416 21,913,114 37,457,000 1,759,091 18,470,521 12,830,107 16,535,791 15,493,260 21,990,725 40,552,295

(F) 212,064,669 274,990,829 152,513,974 361,925,840 210,425,916 321,832,000 60,710,000 137,776,000 153,854,000 181,967,000 132,533,000 132,701,000 190,079,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(G) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(H) 241,041,222 309,081,140 257,180,799 208,052,929 238,685,372 340,409,652 291,084,290 252,579,593 217,321,395 182,048,647 148,451,614 122,396,656 107,853,324

令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

（決算） （決算） （決算） （決算） （決算）

1,826,463 1,588,490 2,260,552 2,600,405 2,479,326 3,015,027 2,732,000 2,716,000 2,700,000 2,683,000 2,667,000 2,651,000 2,641,000

1,452,000 1,560,500 2,129,079 2,460,000 2,354,000 2,906,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000 2,640,000

374,463 27,990 131,473 140,405 125,326 109,027 92,000 76,000 60,000 43,000 27,000 11,000 1,000

33,289,772 115,473,260 21,430,832 24,397,775 23,284,343 42,318,000 46,127,000 24,210,000 21,164,000 21,179,000 19,503,000 11,961,000 450,000

31,600,000 106,257,000 803,000 3,305,469 2,177,549 0 0 3,060,000 0 0 0 0 0

1,689,772 9,216,260 20,627,832 21,092,306 21,106,794 42,318,000 46,127,000 21,150,000 21,164,000 21,179,000 19,503,000 11,961,000 450,000

35,116,235 117,061,750 23,691,384 26,998,180 25,763,669 45,333,027 48,859,000 26,926,000 23,864,000 23,862,000 22,170,000 14,612,000 3,091,000

投資・財政計画（収支計画）

企 業 債 残 高

補
塡
財
源

計

資
本
的
支
出

資
　
本
　
的
　
収
　
入

企 業 債

消 費 税 資 本 的 収 支 調 整 額

(A) の う ち 翌 年 度 へ 繰 り 越 さ れ る
支 出 の 財 源 充 当 額

(A)－(B)

計

他 会 計 出 資 金

他 会 計 補 助 金

計

他 会 計 負 担 金

令和１４年度令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度

工 事 負 担 金

そ の 他

令和１４年度令和７年度 令和８年度 令和９年度 令和１０年度 令和１１年度 令和１２年度 令和１３年度

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

○一般会計繰入金

収 益 的 収 支 分

そ の 他

純 計

損 益 勘 定 留 保 資 金

積 立 金 取 崩 額

繰 越 工 事 資 金

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

他 会 計 へ の 支 出 金

資
　
本
　
的
　
収
　
支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)－(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

（単位：円）

（単位：円）

別紙３（法適用企業・資本的収支）【税込】

合 計

年　　　度

区　　　分

 (D)－(C)
資 本 的 収 入 額 が 資 本 的
支 出 額 に 不 足 す る 額

年　　　度

区　　　分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 外 繰 入 金


